
投票日 月 日㈰午前7時から午後8時まで2710
（期日前投票ができる日時は期日前投票所によって異なります。詳しくは区市町村選挙管理委員会のお知らせ等でご確認ください。）

・期日前投票期間　10月16日（水）～10月26日（土）　午前8時30分から午後8時まで
・期日前投票所　お住まいの区・市役所、町・村役場やその出張所など

東京都第 29 区に属する区域
◎荒川区の全域
◎足立区の次の地域
伊興１丁目～５丁目、伊興本町１丁目、伊興本町２丁目、入谷１丁目～９丁目、入谷町、扇１丁目～３丁目、興野１丁目、興野２丁目、小台１丁目、小台２丁目、加賀１丁目、
加賀２丁目、栗原３丁目、栗原４丁目、江北１丁目～７丁目、古千谷１丁目、古千谷２丁目、古千谷本町１丁目～４丁目、皿沼１丁目～３丁目、鹿浜１丁目～８丁目、
新田１丁目～３丁目、椿１丁目、椿２丁目、舎人１丁目～６丁目、舎人公園、舎人町、西新井１丁目～７丁目、西新井栄町３丁目、西新井本町１丁目～５丁目、西伊興１丁目～４丁目、
西伊興町、西竹の塚１丁目、西竹の塚２丁目、東伊興１丁目～４丁目、堀之内１丁目、堀之内２丁目、宮城１丁目、宮城２丁目、本木１丁目、本木２丁目、本木東町、本木西町、
本木南町、本木北町、谷在家１丁目～谷在家３丁目

東京都選挙管理委員会

令和6年10月27日執行
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投票方法
「小選挙区選出議員選挙」と「比例代表選出議員選挙」があります。
◇小選挙区選出議員選挙　→　「候補者氏名」を記載
◇比例代表選出議員選挙　→　「政党等の名称」を記載
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